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ま
す
ま
す
長
く
な
る
老
後
生
活
を
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
安
定
し
た
収

入
が
必
要
で
す
。

生
活
を
守
る「
大
切
な
年
金
」を
確
実

に
手
に
す
る
た
め
に
は
、
手
続
き
を
き

ち
ん
と
行
い
、
忘
れ
ず
に
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
な
お
、
保
険

料
の
納
入
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険

料
を
一
定
期
間
納
め
な
く
て
も
よ
い
申

請
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

☆
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
受
給
資
格
期

間
、
年
金
額
に
も
反
映
し
ま
す
。

免
除
申
請
は
、
本
人
・
世
帯
主
お
よ

び
配
偶
者
が
市
民
税
の
申
告
を
し
て
い

な
い
と
、審
査
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
年
金
受
給
資
格
最
低
25
年

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間

（
免
除
含
む
）と
併
せ
て
、
厚
生
年
金
な

ど
の
期
間
が
あ
っ
て
も
、
60
歳
ま
で
に

25
年
以
上
の
期
間
を
満
た
さ
な
い
と
、

年
金
の
受
給
資
格
期
間
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

不
足
分
に
つ
い
て
は
、
60
歳
以
降
任

意
加
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
免

除
制
度
は
適
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
納

付
す
る
以
外
に
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。

●
受
給
資
格
に
は

次
の
期
間
が
含
ま
れ
ま
す

①
国
民
年
金
保
険
料
納
付
済
期
間

②
申
請
免
除
期
間

③
厚
生
年
金
な
ど
の
加
入
期
間

④
第
３
号
被
保
険
者
期
間

⑤
学
生
納
付
特
例
期
間

⑥
任
意
加
入
で
き
る
人
が
加
入
し
な
か

っ
た
期
間
（
合
算
対
象
期
間
）

■
合
算
対
象
期
間
と
は
？

①
昭
和
61
年
３
月
ま
で
の
間
に
配
偶
者

が
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
、
本
人
が

未
加
入
の
期
間
（
婚
姻
期
間
の
み
）

②
昭
和
36
年
４
月
以
降
、
60
歳
ま
で
の

間
の
海
外
在
住
期
間

③
以
前
に
厚
生
年
金
保
険
の
脱
退
一
時

金
を
受
け
た
期
間

④
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
た
期
間

⑤
平
成
３
年
３
月
ま
で
の
間
で
、
学
生

が
任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期
間

�
市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
２
２
―
１
３
１
２

平
成
15
年
３
月
１
日
付
け
で
、
本
郷

第
四
地
区
担
当
の
民
生
委
員
・
児
童
委

員
が
、
次
の
よ
う
に
変
更
に
な
り
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

◎
変
更
前

及
川
　
克
子
さ
ん

↓

◎
変
更
後

高
橋
　
泰
雄
さ
ん

（
字
半
沢
屋
敷
前
85
ー
１
）

0
２
５
―
２
４
１
４

平
成
15
年
４
月
１
日
付
け
で
、
次
の

方
々
が
総
務
大
臣
よ
り
行
政
相
談
委
員

に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

○
山
口
　
貞
子
さ
ん

白
石
市
八
幡
町
３
番
６
号

0
２
５
―
９
６
０
４

○
島
貫
　
征
夫
さ
ん

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
古
内
21
番
地

0
２
５
―
５
９
０
９

行
政
相
談
委
員
の
仕
事
は
、
役
所
の

仕
事
に
つ
い
て
、
困
っ
て
い
る
こ
と
、

納
得
が
い
か
な
い
こ
と
、
要
望
す
る
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る
こ
と

が
主
な
仕
事
で
す
。

相
談
の
範
囲
は
、
国
、
公
団
、
公
庫
、

特
殊
会
社(

Ｊ
Ｒ
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、
Ｊ
Ｔ
）

の
行
っ
て
い
る
業
務
な
ど
で
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�
生
活
環
境
課
　
0
２
２
―
１
３
１
４

特
別
給
付
金
が
継
続
支
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
該
当
す
る
方
は
、

下
記
要
件
を
満
た
す
方
々
と
な
り
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
第
17
回
特
別
給
付
金
「
い
号
」
国
債

を
受
け
ら
れ
た
戦
没
者
な
ど
の
妻
に

は
、
額
面
２
０
０
万
円
の
特
別
給
付
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
第
19
回
特
別
給
付
金
「
い
号
」
国
債

を
受
け
ら
れ
た
戦
没
者
な
ど
の
父
母
な

ど
に
額
面
１
０
０
万
円
の
特
別
給
付
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
請
求
期
限

平
成
18
年
３
月
31
日

※
請
求
手
続
き
お
よ
び
内
容
の
詳
細
に

つ
き
ま
し
て
は
、
福
祉
事
務
所
総
務
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

0
２
２
―
１
４
０
０

10
時
〜
・
13
時
30
分
〜

場
所

仙
台
高
等
・
地
方
・
家
庭
裁
判
所

■
無
料
法
律
相
談

日
時

５
月
２
日
�
　
10
時
〜
16
時

（
12
時
〜
13
時
を
除
く
。
受
付
は
９
時

30
分
〜
15
時
ま
で
）

場
所

仙
台
市
民
会
館
展
示
室

�
仙
台
地
方
裁
判
所
総
務
課

0
０
２
２
―
２
２
２
―
６
１
１
１

５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
１
週
間

を
憲
法
週
間
と
し
て
、
裁
判
所
・
検
察

庁
・
法
務
局
・
弁
護
士
会
共
催
で
次
の

と
お
り
各
種
行
事
を
実
施
し
ま
す
。

■
模
擬
裁
判

日
時

５
月
７
日
�
　
10
時
〜

場
所

仙
台
地
方
裁
判
所

■
法
廷
見
学
・
ビ
デ
オ
上
映

日
時

５
月
１
・
２
・
６
・
７
日

福
岡
深
谷
地
区
の
子
ど
も
た
ち
で
つ

く
る
太
鼓
グ
ル
ー
プ
「
白
山
白
鳥
笠
松

太
鼓
」
で
は
、
３
月
に
財
団
法
人
自
治

総
合
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
宝
く
じ
の
受
託

事
業
収
入
を
財
源
と
し
た
平
成
14
年
度

自
治
宝
く
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
を
受

け
、
新
し
い
大
太
鼓
を
４
基
購
入
し
ま

し
た
。

こ
れ
ま
で
白
山
白
鳥
笠
松
太
鼓
は
、

地
区
の
お
祭
り
や
福
祉
施
設
な
ど
へ
慰

問
し
、
伝
統
的
な
太
鼓
を
披
露
し
て
き

ま
し
た
が
、
会
所
有
の
太
鼓
が
な
く
、

市
内
各
地
区
の
方
々
よ
り
借
用
し
て
活

動
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
大
太
鼓
購
入
で
、
そ
の
悩
み

も
解
消
し
、
子
ど
も
た
ち
も
今
ま
で
以

上
に
練
習
に
熱
が
入
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
す
ば
ら
し
い
、
そ
し
て

元
気
な
太
鼓
の
響
き
を
聞
か
せ
て
く
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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耐
震
診
断
は
、
人
間
に
例
え
れ
ば

「
治
療
で
は
な
く
健
康
診
断
」
で
す
。

大
地
震
に
よ
る
倒
壊
か
ら
生
命
を
守
る

た
め
、
あ
な
た
の
住
宅
の
耐
震
診
断
を

受
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
事
業
の
目
的

市
内
に
あ
る
住
宅
の
所
有
者
が
、
当

該
住
宅
の
耐
震
診
断
を
希
望
す
る
場

合
、
市
が
費
用
の
一
部
を
負
担
し
て
耐

震
診
断
士
を
派
遣
し
、
耐
震
診
断
す
る

こ
と
に
よ
り
、
住
宅
の
地
震
に
対
す
る

安
全
性
の
確
保
お
よ
び
向
上
を
図
り
、

震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

耐
震
診
断
と
は
…

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
、
木

造
住
宅
の
倒
壊
率
は
古
い
住
宅
ほ
ど
高

く
、
老
朽
化
や
耐
震
壁
の
少
な
さ
、
配

置
な
ど
、
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
が
倒
壊
の

要
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
耐
震
診
断
」
は
、
建
物
が
も
つ
構

造
状
態
を
評
価
し
、
耐
震
性
能
を
判
定

す
る
も
の
で
、
一
連
の
作
業
や
報
告
書

の
作
成
を
「
み
や
ぎ
木
造
住
宅
耐
震
診

断
士
」
が
行
な
い
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
住
宅

�
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

れ
た
戸
建
て
住
宅

�
在
来
軸
組
工
法
に
よ
る
木
造
平
屋
建

て
ま
た
は
木
造
２
階
建
て
住
宅
（
枠
組

壁
式
工
法
、
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
、

丸
太
組
工
法
、
大
臣
な
ど
の
特
別
の
認

定
を
受
け
た
工
法
で
な
い
も
の
）

�
併
用
住
宅
の
場
合
は
、延
べ
面
積
の
過

半
が
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

�
過
去
に
こ
の
要
綱
に
基
づ
く
耐
震
診

断
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

■
費
用
の
負
担
（
１
戸
当
た
り
）

�
耐
震
診
断
経
費
　
３
０
、
０
０
０
円

の
う
ち
、
補
助
２
７
、
０
０
０
円
、
個

人
負
担
３
、
０
０
０
円

■
事
業
期
間

平
成
15
年
度
〜
19
年
度

■
募
集
戸
数

平
成
15
年
度
　
10
戸

（
申
し
込
み
先
着
順
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
建
築
係
　
0
２
２
―
１
３
２
６

防
災
上
の
安
全
と
良
好
な
環
境
の
保

全
の
た
め
、
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
都
市

計
画
区
域
内
の
容
積
率
な
ど
を
、
次
の

よ
う
に
変
更
す
る
予
定
で
す
。

●
容
積
率

４
０
０
％
か
ら
２
０
０
％
に

●
高
さ
制
限

隣
地
境
界
線
か
ら
の
距

離
の
１
・
２
５
倍
に
20
ｍ
を
加
え
た
高

さ
以
下
に
変
更
し
ま
す
。

※
ご
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
５
月
31
日

ま
で
に
宮
城
県
建
築
宅
地
課
あ
て
書
面

で
提
出
く
だ
さ
い
。

�
宮
城
県
建
築
宅
地
課

0
０
２
２
―
２
１
１
―
３
２
４
３

�
０
２
２
―
２
１
１
―
３
１
９
１

地
籍
調
査
は
、
一
筆
毎
の
土
地
に
つ

い
て
所
有
者
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
、

地
番
、
地
目
、
境
界
を
調
査
し
、
面
積

を
測
定
し
ま
す
。

白
石
市
で
は
、
昭
和
55
年
度
か
ら
調

査
が
始
ま
り
、
こ
れ
ま
で
小
原
、
白
川

全
地
区
お
よ
び
福
岡
地
区
の
一
部
、
大

鷹
沢
地
区
の
一
部
が
調
査
を
終
え
て
い

ま
す
。

本
年
度
の
調
査
区
域
は
、
大
鷹
沢
三

沢
字
合
上
あ
い
あ
が

り
ほ
か
22
字
の
土
地
を
、
６

月
中
旬
か
ら
11
月
ご
ろ
ま
で
の
予
定
で

調
査
を
実
施
い
た
し
ま
す
の
で
、
土
地

所
有
者
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

�
地
籍
調
査
室
　
0
２
２
―
１
２
５
７

（
市
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
内
）

く
ら
し 百

科 

�は問い合わせ先です 

平
成
15
年
度
　
白
石
市
木
造
住
宅

耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

大
丈
夫
で
す
か
？
あ
な
た
の
老
後

〜
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜

憲
法
週
間
行
事
の
お
知
ら
せ

都
市
計
画
区
域
内
の
容
積
率

な
ど
が
変
わ
り
ま
す

地
籍
調
査
を
行
い
ま
す

市
内
に
は
、埋
蔵
文
化
財
の
遺
跡
が
、

約
４
０
０
カ
所
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

開
発
行
為
（
現
状
変
更
な
ど
、
住
宅

建
築
も
含
む
）
を
す
る
場
合
、
埋
蔵
文

化
財
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
確
認
願

い
が
必
要
で
す
。

特
に
、
建
築
確
認
申
請
・
農
地
転
用

で
は
確
認
願
い
が
必
要
で
す
。

●
手
続
き

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
（
遺

跡
）
の
場
合
、
工
事
を
始
め
る
前
に
、

事
前
協
議
と
発
掘
届
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
現
地
で
の
遺
構
確
認
調
査
ま
た
は

立
会
調
査
を
行
い
、
調
査
終
了
後
工
事

着
工
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
社
会
教
育
課
に
遺
跡
地
図
と

台
帳
を
備
え
て
い
ま
す
。
事
前
確
認
が

で
き
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�
社
会
教
育
課
文
化
財
係

0
２
２
―
１
３
４
３

各
種
開
発
計
画
と
埋
蔵
文
化
財
の

確
認
に
つ
い
て

民
生
委
員
・
児
童
委
員

変
更
の
お
知
ら
せ

行
政
相
談
委
員
の

委
嘱
に
つ
い
て

戦
没
者
な
ど
の
妻
や

父
母
な
ど
の
皆
様
へ

白
山
白
鳥
笠
松
太
鼓

〜
八
宮
荘
で

新
し
い
大
太
鼓
を
披
露
〜

調査区域


